
 
国立大学法人琉球大学病院長候補者選考会議規程 

 

平成３０年１１月２８日   
制 定    

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人琉球大学組織規則第２３条の２第２項の規定に基づき，国立大

学法人琉球大学病院長候補者選考会議（以下「候補者選考会議」という。）の組織及び運営に関

し，必要な事項を定める。 

 

 （任務） 

第２条 候補者選考会議は，次に掲げる任務を行う。 

(1) 実施計画の案及び琉球大学病院長選考基準（以下「病院長選考基準」という。）の案を作成

し，学長に提出すること。 

(2) 病院長選考基準に基づき，原則として複数人の病院長候補者を選考し，学長に推薦するこ

と。 

 (3) 病院長の解任について，学長の求めに応じ意見を述べること。 

 

 （組織） 

第３条 候補者選考会議は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事２人 

(2) 大学院医学研究科長 

(3) 大学院医学研究科から選出された教員１人 

(4) 病院から選出された教員１人 

(5) 学長が指名する病院副病院長１人 

(6) 学長が委嘱する学外有識者（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１０条の２第２項に

規定する者とする。）３人 

(7) その他学長が必要と認める者１人 

２ 前項第３号，第４号，第６号及び第７号に規定する委員の任期は２年とし，再任を妨げない。

ただし，当該委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

 （委員の公表） 

第４条 学長は，役員会の議を経て候補者選考会議の委員を選定し，委員名簿に選定理由を添え

て公表するものとする。 

 

 （候補適任者の除外） 

第５条 選考の過程において，候補者選考会議の委員が，病院長候補者となり得る者になったとき

は，委員としての身分を失うものとする。 

２ 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は，学長は，必要に応じて，委員を補充することが

できる。 

３ 学長は，委員を補充した場合は，前条の規定により，公表するものとする。 

 

 （議長） 



 
第６条 候補者選考会議に議長を置き，第３条第１項第１号に規定する委員のうちから，学長が指

名する者をもって充てる。 

２ 議長は，候補者選考会議を主宰する。 

 

 （議事） 

第７条 候補者選考会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開き，議決することがで

きない。 

２ 候補者選考会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

 

 （意見の聴取） 

第８条 候補者選考会議が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させ，その意見を聴くことが

できる。 

 

 （庶務） 

第９条 候補者選考会議の庶務は，総務部総務課の協力を得て，上原キャンパス事務部総務課にお

いて処理する。 

 

 （雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，候補者選考会議の運営に関し必要な事項は，学長が別に

定める。 

 

（改廃）  

第１１条 この規程の改廃は，役員会の議を経て学長が行う。 

 

 

附 則 

１ この規程は，平成３０年１１月２８日から施行する。ただし，第２条第３号の規定は，平成 

３１年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に任命される第３条第１項第３号，第４号，第６号及び第７号に規定

する委員の任期は，同条第２項の規定にかかわらず，平成３１年３月３１日までとする。 

   附 則（令和２年３月１３日） 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和２年６月１０日） 

 この規程は，令和２年６月１０日から施行する。ただし，改正後の第９条の規定については，令

和２年４月１日から適用する。 

 


